












本症の診断基準に関しては,昭和 58 年度の報告に示す如く,高血圧,浮腫,蛋白尿の下限界

を明示し,また重症度の判定に関してもその基準を提示した。これらの基準は本邦において

現状に即したものと評価されるが,本年度は,59 年度の作業の継続として,血圧測定に関す

る問題,子癇発作と単なる偶発合併症としての妊産婦脳内出血との鑑別点,さらに常位胎盤

早期剥離と妊娠中毒症との関連,ならびに診断法の検討を行い,また本症の 3 徴候の重症度

と母児の予後に関する検討の最終整理を行った。 


